
当院では後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の 

安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。 

医薬品の供給不足等が発生した場合に、治療計画等の 

見直し等適切な対応ができる体制を整備しております。 

なお、状況によっては、患者さんへ投与する薬剤が変更と 

なる可能性がございます。 

院外処方においては、後発医薬品のある医薬品について、 

特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分を基に 

した一般名処方を行っております。一般名処方によって 

特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者さんに  

必要な医薬品が提供しやすくなります。 

ご不明な点がございましたら、主治医または薬剤師にお尋ね  

ください。 

 

当院ではオンライン資格確認を行う体制を有しています。 

薬剤情報、特定健診情報、その他必要な情報を取得・活用 

して質の高い医療の提供に努めます。 

マイナ保険証の利用にご協力をお願いいたします。 
 
 

当院では、患者さんの状態に応じ、 

●２８日以上の長期の処方を行うこと 

●リフィル処方箋を発行すること 

のいずれの対応もできる体制にありますが、対応可能かは 

主治医が判断いたします。 


